
広
島
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号 

 
安
全
・
安
心
な
サ
ミ
ッ
ト
の
実
現
に
向
け
て
、
サ
ミ
ッ
ト
を
機
に
広
島
を
訪
れ
る
要
人
の
警
備
に
万
全
を

期
す
た
め
、
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
開
催
時
に
お
け
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五

年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
地
域
を
対
象
地
域
と
し
て
指
定

し
た
の
で
、
当
該
地
域
に
係
る
小
型
無
人
機
の
飛
行
を
禁
止
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
四
月
二
十
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

広
島
市
中
区
大
手
町
一
丁
目
及
び
中
島
町 

期
間 

対
象
地
域 

令
和
五
年
五
月
八
日
か
ら

令
和
五
年
五
月
二
二
日
ま

で 

別
図
１
の
と
お
り 

 

広
島
市
中
区
基
町
一
番
か
ら
一
八
番
ま
で
、
一
九
番
（
別
図
１
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
〇
番
、
二
一
番
及
び
二
二
番
（
別
図
１
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
八
丁
堀
、
胡
町
六
番
、
堀
川
町
五
番
か
ら
七
番
ま
で
、
立
町
、
紙

屋
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
大
手
町
一
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
、
本
通
、
新

天
地
二
番
、
四
番
、
五
番
及
び
八
番
、
三
川
町
二
番
か
ら
七
番
ま
で
及
び
一

〇
番
、
袋
町
、
中
町
、
小
町
、
富
士
見
町
四
番
か
ら
八
番
ま
で
及
び
一
二
番

か
ら
一
六
番
ま
で
、
国
泰
寺
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
東
千
田
町
一
丁
目
一

番
（
別
図
１
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
千
田
町
一
丁
目
一
番
か
ら
一
〇
番

ま
で
及
び
一
三
番
、
中
島
町
、
加
古
町
、
住
吉
町
、
羽
衣
町
一
番
か
ら
八
番

ま
で
、
吉
島
町
一
番
か
ら
一
〇
番
ま
で
、
寺
町
三
番
か
ら
七
番
ま
で
、
広
瀬

町
、
十
日
市
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
西
十
日
市
町
、
本
川
町
一
丁
目
か
ら

三
丁
目
ま
で
、
猫
屋
町
、
榎
町
、
堺
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
小
網
町
、
土

橋
町
、
河
原
町
、
舟
入
町
、
舟
入
中
町
、
舟
入
本
町
（
別
図
１
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
舟
入
幸
町
（
別
図
１
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
舟
入
川
口

町
一
番 

広
島
市
西
区
中
広
町
一
丁
目
二
一
番
、
上
天
満
町
一
一
番
及
び
一
三
番
か
ら

一
四
番
ま
で
、
天
満
町
一
番
、
九
番
か
ら
一
二
番
ま
で
及
び
一
九
番
か
ら
二

三
番
ま
で
、
観
音
町
一
番
か
ら
八
番
ま
で
及
び
一
七
番
、
東
観
音
町
、
観
音

本
町
一
丁
目
一
番
か
ら
四
番
ま
で
及
び
九
番
か
ら
一
二
番
ま
で 

備
考 

一 

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
地
域
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に

含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら

の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は
、
対
象
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

二 

側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
こ
の
表
の
対
象
地
域
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
接
す
る
水
面
の
区
間
（
別
図
１
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）
は
、
対
象
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

三 

こ
の
表
の
対
象
地
域
欄
に
掲
げ
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
対
象
地
域
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。



二 

廿
日
市
市
宮
島
町
の
一
部 

期
間 

対
象
地
域 

令
和
五
年
五
月
八
日
か
ら

令
和
五
年
五
月
二
二
日
ま

で 

別
図
２
の
と
お
り 

 

次
に
掲
げ
る
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
一
に
掲
げ
る
点
と
八
に
掲
げ
る
点

と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域 

  

一 

北
緯
三
十
四
度
十
九
分
九
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
二
十
分
十
五
秒
の

点 

 
二 

北
緯
三
十
四
度
十
七
分
三
十
八
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
二
十
一
分
三

十
三
秒
の
点 

 

三 
北
緯
三
十
四
度
十
六
分
二
十
二
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
二
十
一
分
三

秒
の
点 

 

四 

北
緯
三
十
四
度
十
六
分
二
十
一
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
二
十
分
十
三

秒
の
点 

 

五 

北
緯
三
十
四
度
十
六
分
二
十
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
十
八
分
四
十
六

秒
の
点 

 

六 

北
緯
三
十
四
度
十
七
分
三
十
八
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
十
八
分
十
五

秒
の
点 

 

七 

北
緯
三
十
四
度
十
七
分
五
十
二
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
十
八
分
九
秒

の
点 

 

八 

北
緯
三
十
四
度
十
九
分
九
秒
、
東
経
百
三
十
二
度
十
九
分
四
十
三
秒

の
点 

備
考 

一 

廿
日
市
市
宮
島
町
の
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
対
象
地
域
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 



この地図は、縮尺2万5,000分の１の地形図相当の誤差を有しています。
また、地図上に示す線は、データ作成上の誤差を含んでいます。
そのため、区域の概略を示す参考図となっています。

国土地理院の地理院地図を利用

対象地域を示す

別図１平和記念公園（広島市中区大手町一丁目及び中島町）周辺



この地図は、縮尺2万5，000分の１の地形図相当の誤差を有しています。
また、地図上に示す線は、データ作成上の誤差を含んでいます。
そのため、区域の概略を示す参考図となっています。

国土地理院の地理院地図を利用

対象地域を示す

別図２

１

２

３５

７

８

厳島周辺（廿日市市宮島町の一部）
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